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（2）年頭のあいさつ

　

新
年
あ
け
ま
し
て
お
め
で
と
う

ご
ざ
い
ま
す
。
皆
様
に
は
和
や
か

に
新
し
い
年
を
お
迎
え
の
こ
と
と

思
い
ま
す
。
ま
た
、
日
頃
よ
り
村

農
業
委
員
会
に
対
し
ま
し
て
ご
理

解
と
ご
支
援
を
い
た
だ
き
ま
し
て

厚
く
お
礼
申
し
上
げ
ま
す
。

　

昨
年
も
年
明
け
か
ら
能
登
半
島

で
大
規
模
地
震
が
発
生
し
、
夏
に

は
台
風
や
低
気
圧
に
よ
る
大
雨
に

よ
る
洪
水
な
ど
全
国
各
地
で
自
然

災
害
が
多
く
発
生
し
た
年
で
も
あ

り
ま
し
た
。
県
内
も
七
月
の
豪
雨
、

水
害
で
上
小
阿
仁
、
由
利
本
荘
地

域
で
甚
大
な
被
害
が
発
生
し
未
だ

に
復
旧
作
業
が
続
い
て
い
ま
す
。

　

今
年
の
水
稲
は
収
量
、
品
質
も

平
年
並
み
と
な
り
一
等
米
比
率
も

前
年
よ
り
大
幅
に
回
復
し
ま
し
た
。

米
価
は
前
年
産
米
の
品
質
低
下
の

影
響
で
精
米
歩
合
が
低
下
し
在
庫

数
量
が
目
減
り
し
ま
し
た
。
そ
し

て
イ
ン
バ
ウ
ン
ド
需
要
、
地
震
に

よ
る
不
安
か
ら
の
買
い
だ
め
に
よ

り
需
要
が
急
激
に
高
ま
り
「
令
和

の
米
騒
動
」
と
言
わ
れ
る
ほ
ど
の

米
不
足
と
な
り
、
異
常
な
ほ
ど
の

米
価
の
高
騰
が
い
ま
だ
に
続
い
て

い
ま
す
。
農
家
経
済
は
久
々
に
一

息
つ
け
る
年
と
な
り
ま
し
た
が
燃

料
、
肥
料
、
機
械
等
の
値
段
高
騰

は
歯
止
め
が
か
か
ら
な
い
状
況
で

す
。
米
価
の
高
騰
が
消
費
の
低
迷

に
つ
な
が
ら
な
い
こ
と
を
祈
る
ば

か
り
で
す
。

　

今
年
も
「
全
国
農
業
委
員
会
会

長
代
表
者
集
会
」
（
一
般
社
団
法

人
全
国
農
業
会
議
所　

主
催　

十

一
月
二
十
八
日
）
が
東
京
・
文
京

シ
ビ
ッ
ク
ホ
ー
ル
で
開
催
さ
れ
全

国
各
地
よ
り
数
百
名
が
集
い
活
動

方
針
の
確
認
と
今
後
の
方
向
性
が

討
議
さ
れ
ま
し
た
。

　

第
一
号
議
案　

新
た
な
食
料
・

農
業
・
農
村
基
本
計
画
と
令
和
七

年
度
農
業
関
係
予
算
に
関
す
る
要

請
決
議

　

第
二
号
議
案　

「
地
域
の
農
地

を
活
か
し
、
持
続
可
能
な
農
業
・

農
村
を
創
る
全
国
運
動
」
の
推
進

に
関
す
る
申
し
合
わ
せ
決
議

　

第
三
号
議
案　

「
情
報
提
供
活

動
」
の
一
層
の
強
化
に
関
す
る
申

し
合
わ
せ
決
議　
　
　

　

を
満
場
の
拍
手
で
決
議
し
取
り

組
む
こ
と
と
い
た
し
ま
し
た
。
そ

の
後
、
山
形
県
寒
河
江
市
農
業
委

員
会
の
活
動
事
例
発
表
が
あ
り
今

後
の
活
動
に
活
か
し
て
い
き
た
い

と
思
い
ま
す
。
そ
れ
に
先
立
ち
全

国
農
業
会
議
所
創
立
七
十
周
年
記

念
式
典
が
開
催
さ
れ
二
田
孝
治
氏

（
秋
田
県
農
業
会
議
前
会
長
、
全

国
農
業
会
議
所
前
会
長
）
が
農
林

水
産
大
臣
よ
り
感
謝
状
を
贈
呈
さ

れ
ま
し
た
。

　

前
日
に
は
銀
座
ブ
ロ
ッ
サ
ム
会

館
に
於
い
て
農
業
者
年
金
セ
ミ
ナ

ー
、
夕
方
か
ら
東
京
グ
リ
ー
ン
パ

レ
ス
ホ
テ
ル
に
於
い
て
「
農
業
委

員
大
会
決
議
事
項
に
関
す
る
秋
田

県
選
出
国
会
議
員
要
請
集
会
」

（
佐
々
木
吉
秋
秋
田
県
農
業
会
議

会
長　

主
催
）
が
開
催
さ
れ
昨
年

十
一
月
に
秋
田
県
農
業
委
員
会
大

会
で
の
決
議
事
項
を
強
く
要
請
い

た
し
ま
し
た
。

　

今
年
も
七
月
と
十
一
月
に
農
地

パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
い
ま
し
た
。
大

年
頭
の

　

  

あ
い
さ
つ

会  

長  

　
大
　
島
　
和
　
夫

潟
土
地
改
良
区
、
大
潟
村
農
協
の

ご
協
力
の
も
と
、
村
内
圃
場
、
周

辺
増
反
地
、
育
苗
用
地
等
の
調
査

を
行
い
改
善
が
必
要
と
判
断
さ

れ
た
圃
場
を
検
証
し
て
農
地
部
会

で
検
討
協
議
し
ま
す
。
そ
の
結
果

に
基
づ
き
対
象
農
家
に
改
善
の
協

力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。
し
か

し
遊
休
農
地
は
周
辺
増
反
地
の
十

ア
ー
ル
区
画
の
圃
場
と
育
苗
団
地

で
恒
常
化
さ
れ
つ
つ
あ
る
用
地
が

散
見
さ
れ
ま
す
。
当
該
農
家
に
は

事
務
局
よ
り
に
改
善
の
お
願
い
と

今
後
の
意
向
調
査
票
を
同
封
し
て

対
応
し
て
お
り
ま
す
。
ま
た
、
隣

接
す
る
圃
場
に
悪
影
響
を
及
ぼ
す

こ
と
が
想
定
さ
れ
ま
す
の
で
草
刈

り
等
の
最
低
限
の
維
持
管
理
を
お

願
い
い
た
し
て
お
り
ま
す
。
今
後

も
委
員
会
一
丸
と
な
り
解
消
に
努

め
て
ま
い
り
ま
す
。
現
在
の
委
員

の
任
期
も
十
月
ま
で
で
す
。
残
さ

れ
た
期
間
も
精
一
杯
努
め
て
参
り

ま
す
。
今
後
と
も
農
家
の
皆
さ
ん

か
ら
信
頼
さ
れ
的
確
な
情
報
提
供

の
窓
口
に
な
れ
る
よ
う
委
員
、
事

務
局
共
々
努
力
し
て
ま
い
り
ま
す
。

村
民
の
皆
様
方
の
ご
健
勝
と
ご
多

幸
を
お
祈
り
申
し
上
げ
ま
し
て
新

年
の
ご
挨
拶
と
い
た
し
ま
す
。



（3） 農地部会長・農政部会長からの活動報告
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農
政
部
会
の
活
動
報
告

農
政
部
会
長
　
　
渡  

邊  

琢  

磨

　

大
潟
村
農
業
委
員
会
で
は
、

毎
年
7
月
と
11
月
に
大
潟
土
地

改
良
区
、
大
潟
村
農
業
協
同
組

合
の
ご
協
力
を
得
な
が
ら
管
内

の
農
地
パ
ト
ロ
ー
ル
を
行
っ
て

い
ま
す
。
4
班
に
分
か
れ
て
各

圃
場
、
周
辺
増
反
地
、
育
苗
用

地
を
パ
ト
ロ
ー
ル
し
、
荒
れ
て

い
る
農
地
が
無
い
か
目
視
で
確

認
を
行
い
ま
す
。
こ
の
活
動
は

農
地
法
で
定
め
ら
れ
た
規
定
に

基
づ
き
行
う
も
の
で
、
遊
休
農

地
の
解
消
、
発
生
防
止
を
目
的

と
し
て
い
ま
す
。
そ
の
後
農
地

部
会
で
パ
ト
ロ
ー
ル
の
結
果
を

協
議
し
、
改
善
が
必
要
と
判
断

さ
れ
た
圃
場
の
農
家
へ
連
絡
し

て
協
力
を
お
願
い
し
て
い
ま
す
。

　

毎
年
の
活
動
に
よ
り
少
し
ず

つ
で
す
が
遊
休
農
地
が
解
消
し
、

農
地
の
健
全
化
に
つ
な
が
っ
て

　

村
民
の
皆
様
に
お
か
れ
ま
し

て
は
、
日
頃
農
業
委
員
会
活
動

に
ご
理
解
と
ご
協
力
を
い
た
だ

き
ま
し
て
誠
に
あ
り
が
と
う
ご

ざ
い
ま
す
。
今
期
の
農
政
部
会

の
活
動
と
い
た
し
ま
し
て
、
本

『
農
委
だ
よ
り
』
の
発
行
を
さ

せ
て
い
た
だ
き
ま
し
た
。

　

２
頁
は
大
島
会
長
よ
り
年
頭

の
ご
挨
拶
、
３
頁
は
農
地
部

会
長
・
農
政
部
会
長
か
ら
の
活

動
報
告
、
４
〜
５
頁
は
北
村
委

員
・
事
務
局
よ
り
今
回
は
鹿
角

市
で
行
わ
れ
ま
し
た
農
業
委
員

会
大
会
の
報
告
と
大
会
趣
旨
、

６
頁
は
長
年
に
わ
た
っ
て
活
躍

さ
れ
て
い
ま
す
土
井
委
員
よ
り

寄
稿
を
頂
き
、
７
頁
は
農
地
の

売
買
・
賃
貸
方
法
に
つ
い
て
、

８
頁
は
事
務
局
よ
り
活
動
の
あ

ら
ま
し
と
い
う
構
成
に
な
っ
て

い
ま
す
。
し
か
し
一
部
農
地
や

育
苗
用
地
で
は
耕
作
が
困
難
と

判
断
さ
れ
る
農
地
も
見
受
け
ら

れ
ま
す
。
そ
れ
ら
の
農
地
は
10

ａ
区
画
の
農
地
な
ど
周
辺
増
反

地
で
散
見
さ
れ
、
恒
常
化
さ
れ

つ
つ
あ
る
圃
場
も
見
ら
れ
ま
す
。

周
辺
増
反
地
に
は
所
有
者
が
大

潟
村
民
以
外
の
農
地
も
あ
る
た

め
、
周
辺
の
農
業
委
員
会
と
連

携
し
て
解
消
に
努
め
て
い
ま
す
。

　

農
地
は
耕
作
を
止
め
て
し
ま

う
と
す
ぐ
に
荒
廃
し
遊
休
地
化

し
て
し
ま
い
ま
す
。
そ
う
い
っ

た
農
地
は
そ
の
後
の
農
地
集
約

に
支
障
を
き
た
す
だ
け
で
な
く
、

有
害
鳥
獣
の
住
処
と
な
る
、
あ

る
い
は
病
害
虫
の
発
生
源
と
な

り
近
隣
圃
場
へ
も
被
害
を
与
え

か
ね
ま
せ
ん
。
農
家
の
皆
様
に

は
農
地
の
適
正
な
管
理
を
お
願

い
す
る
と
と
も
に
、
農
地
の
管

理
で
お
困
り
の
際
に
は
お
近
く

の
農
業
委
員
及
び
農
業
委
員
会

事
務
局
に
気
軽
に
ご
相
談
く
だ

さ
い
。

お
り
ま
す
。
ま
た
、
随
所
に
賃

貸
料
情
報
や
配
分
農
地
の
移
動

状
況
等
の
情
報
も
載
せ
て
お
り

ま
す
の
で
併
せ
て
ご
確
認
く
だ

さ
い
。

　

令
和
７
年
４
月
か
ら
は
一
部

法
律
の
改
正
に
よ
り
、
農
地
の

貸
し
借
り
は
原
則
と
し
て
農
業

公
社
（
農
地
バ
ン
ク
）
経
由
と

な
り
ま
す
。
今
ま
で
相
対
で
の

農
地
の
貸
借
が
可
能
だ
っ
た
も

の
が
、
農
業
公
社
経
由
で
の
貸

借
に
な
り
ま
す
。
貸
し
手
・
借

り
手
の
メ
リ
ッ
ト
の
他
、
地
域

に
と
っ
て
も
メ
リ
ッ
ト
が
あ
り

ま
す
の
で
、
詳
し
く
知
り
た
い

方
は
お
近
く
の
農
業
委
員
ま
た

は
事
務
局
ま
で
お
声
が
け
く
だ

さ
い
。

　

農
政
部
会
で
は
『
農
委
だ
よ

り
』
を
通
じ
て
皆
様
に
よ
り
分

か
り
や
す
い
情
報
を
発
信
し
て

い
き
た
い
と
考
え
て
お
り
ま
す

の
で
、
ご
意
見
・
ご
質
問
等
ご

ざ
い
ま
し
た
ら
農
業
委
員
会
ま

で
ご
連
絡
い
た
だ
き
ま
す
よ
う

よ
ろ
し
く
お
願
い
い
た
し
ま
す
。

農
地
部
会
の
活
動
報
告

農
地
部
会
長
　
　
工  

藤  

　  

猛



　

令
和
６
年
11
月
２
日
、
鹿

角
市
文
化
の
杜
交
流
館
コ
モ

ッ
セ
に
お
い
て
、
約
６
０
０

名
の
県
内
農
業
委
員
、
農
地

利
用
最
適
化
推
進
委
員
が
集

い
、
令
和
６
年
度
秋
田
県
農

業
委
員
大
会
が
開
催
さ
れ
ま

し
た
。

　

秋
田
県
農
業
会
議
で
29
年

会
長
を
務
め
て
い
た
二
田
孝

治
氏
が
勇
退
さ
れ
、
今
年
度

新
会
長
の
佐
々
木
吉
秋
氏
よ

り
挨
拶
が
あ
り
、
本
大
会
が

進
み
ま
し
た
。

　

議
案
第
１
号
「
食
料
・
農

業
・
農
村
基
本
政
策
の
実
現

に
向
け
た
政
策
提
案
」
で
は
、

不
測
時
の
食
料
安
全
保
障
の

強
化
、
ス
マ
ー
ト
農
業
の
推

進
、
農
地
の
総
量
確
保
と
適

正
利
用
の
具
体
化
に
向
け
動

き
出
す
こ
と
と
な
る
。

　

農
業
委
員
会
組
織
で
は
、

地
域
計
画
の
具
現
化
に
向

け
、
農
地
の
保
全
と
多
様
な

人
材
も
含
む
担
い
手
等
の
集

結
を
図
り
な
が
ら
、
地
域
の

農
地
を
活
か
し
、
持
続
的
な

農
業
・
農
村
を
造
る
活
動
を

着
実
に
進
め
て
い
く
た
め
に
、

政
策
提
案
を
行
う
も
の
と
す

る
。

１
．
食
料
安
全
保
障
の
確
立

に
向
け
た
対
策

　

農
林
水
産
予
算
の
持

続
的
確
保
、
生
産
コ
ス

ト
等
反
映
可
能
な
法
の

制
定
、
水
田
活
用
の
直

接
支
払
い
交
付
金
の
予

算
確
保
、
農
業
生
産
資

材
高
騰
対
策　

２
．
農
地
政
策
の
強
化　

　

農
地
利
用
集
積
等
促

進
計
画
の
権
利
設
定
に

お
い
て
事
務
の
簡
素
化

３
．
農
村
を
担
う
者
の
確
保

と
経
営
支
援

　

新
規
就
農
に
係
る
予

算
の
確
保
と
充
実
、
農

業
法
人
等
の
確
保
・
育

成
、
有
害
鳥
獣
被
害
対

策
の
強
化

４
．
農
村
の
防
災
・
減
災
対

策
の
強
化
と
基
盤
整
備
の

促
進大

規
模
自
然
災
害
に
対

し
早
急
な
整
備
強
化
、

農
業
農
村
整
備
対
策
の

促
進

５
．
地
域
計
画
を
推
進
す
る

農
業
委
員
会
組
織
へ
の
支

援
農
業
委
員
と
農
地
利
用

最
適
化
推
進
委
員
の
併

存
配
置
の
見
直
し

　

続
い
て
、
議
案
第
２
号

「
地
域
計
画
の
策
定
・
実

行
」
と
「
農
地
利
用
最
適
化

活
動
の
見
え
る
化
」
の
推
進

に
係
る
申
し
合
せ
の
両
議
案

と
も
参
加
者
の
満
場
一
致
で

可
決
さ
れ
ま
し
た
。

　

以
上
の
決
議
案
が
、
県
選

出
国
会
議
員
要
請
集
会
で
意

見
交
換
さ
れ
ま
す
。

　

私
が
農
業
委
員
に
な
っ
て

２
年
が
経
ち
ま
し
た
が
、
震

災
・
線
状
降
水
帯
発
生
に
よ

る
豪
雨
・
夏
場
の
高
温
障
害
、

近
年
農
作
物
の
低
等
級
・
収

穫
量
減
、
そ
し
て
今
回
の

「
令
和
の
米
不
足
」
な
ど
、

農
家
に
と
っ
て
は
厳
し
い
現

状
が
続
い
て
お
り
ま
す
。
農

家
が
安
心
し
て
営
農
し
続
け

ら
れ
る
よ
う
、
先
の
議
決
案

が
国
会
及
び
国
へ
届
き
実
現

す
る
事
を
期
待
し
ま
す
。

委　員　　北　村　雅　幸

　令和６年１月から令和６年12月までに締結(公告)された賃貸借
における賃借料水準(10a当たり)は、右記のとおりとなっています。
　農地法の改正に伴い、標準小作料制度が廃止されたことから、
これに代わるものとして、農地(周辺市町に配分された増反地は除
く)の賃貸借の実勢価格を毎年提供しています。
　周辺市町に配分された増反地については、農業委員会事務局ま
でお問い合わせください。

（単位：円/10a）

※データは令和６年１月～12月の集計値
※平均額は面積で重みづけした加重平均値

賃
借
料

 平均額 最高額 最低額

 30,000 35,000 28,000

◎農地の賃借料情報
　令和６年１月から令和６年12月までに締結
◎農地の賃借料情報◎農地の賃借料情報

問い合わせは農業委員会(℡45-3654)まで

委員会大会報告

村
創
立
60
周
年

表
彰右

か
ら

今
野
茂
樹　

元
委
員

土
井
博
文　

委
員

埴
生　

望　

元
委
員

大
島
和
夫　

委
員

（
会
長
）

小
林
信
之　

委
員

（
会
長
職
務
代
理
者
）

農
業
委
員
と
し
て
長
年
に

わ
た
り
村
の
農
業
行
政
の

振
興
に
尽
く
さ
れ
た
功
績

に
よ
り
、
村
創
立
60
周
年

に
あ
た
り
表
彰
さ
れ
ま
し

た
。

産
業
功
労
者（
在
職
10
年
以
上
）

（4）



食料・農業・農村基本政策の実現に向けた政策提案
食料安全保障が基本理念の柱として位置付
けられた「食料・農業・農村基本法の一部を改
正する法律案」が先の通常国会において可決さ
れ、併せて３つの関連法が成立した。
この中では、不測時の食料安全保障の強化や
スマート農業の推進、農地の総量確保と適正利
用等を目指す内容が盛り込まれ、来年度通常国
会に提出予定の適正な価格形成に関する法律も
踏まえつつ、「食料・農業・農村基本計画」の
具体化に向け動き出すこととなる。
一方で、昨年改正された農業経営基盤強化促
進法により、現場には地域の将来の農地利用を

明確化する「地域計画」について、今年度末ま
での策定が求められている。我々農業委員会組
織は、その策定に向け組織をあげて取り組んで
いるところであり、今後はその具現化に向け
て、農地の保全と多様な人材も含む担い手等の
結集を図りながら、地域の農地を活かし、持続
的な農業・農村を創る活動を着実に進めていく
ことが必要である。
以上の情勢により、基本計画等の見直しや農
業委員会組織の課題等を踏まえ、以下の通り政
策提案を行うものとする。

秋田県農業委員会大会において審議された議案

その他、議案として
「地域計画の策定・実行」と「農地利用最適化
活動の見える化」の推進に関する申し合わせ決
議が提出され、全会一致をもって決議されまし
た。

第68回 秋田県農業

Ⅰ　食料安全保障の確立に向けた対策
１　改正基本法の理念を実現する大型で安

定的な財源の確保
２　合理的な価格形成の実現と国民理解の醸成
３　米政策の新たな展開
　①「水田活用の直接支払い交付金」の十分な

予算の確保等
　②畑地化促進への支援の拡充
　③米価安定と輸出拡大等による需要拡大
４　農業生産資材等高騰対策の充実
５　スマート農業機械・設備の普及拡大へ

の支援

Ⅱ　農地政策の強化
１　「農用地利用集積等促進計画」への一本

化に向けた措置
２　滞在的な遊休農地対策への支援強化について
３　相続未登記（所有者不明）農地、土地持

ち非農家（不在村地主）の農地対策

Ⅲ　農業を担う者の確保と経営支援
１　農業を担う者への経営支援
２　新規就農に係る予算の確保と拡充
３　農業法人等の確保・育成
４　有害鳥獣被害対策の強化
　 農村の防災・減災対策の強化と基盤
整備の促進

１　農村の防災・減災対策の強化
２　農業農村整備対策の促進
３　中山間地域等直接支払制度の拡充・強化

Ⅳ

　 地域計画を推進する農業委員会組織
への支援

１　農業委員会組織予算の確保
２　農業委員と農地利用最適化推進委員の併
存配置の見直し

Ⅴ

配
分
農
地
の
市
町
村
間

所
有
権
移
動
状
況
R7.1.1現在

単位：ha

町村名 配分当初
面　　積 現有面積 前年面積 増　減

（通算）
単年度
増　減

大潟村 8,975 9,444 9,427 469 17
男鹿市（旧若美町） 675 495 497 △ 180 △ 2

三
種
町

旧山本町 12 13 13 1 0
旧琴丘町 328 266 270 △ 62 △ 4
旧八竜町 541 415 419 △ 126 △ 4

八郎潟町 446 327 334 △ 119 △ 7
その他 0 17 17 17 0
計 10,977 10,977 10,977 － －

全
国
農
業
新
聞
は

農
業
者
の
利
益
代
表
機
関
で
あ
る

農
業
委
員
会
系
統
組
織
の
機
関
紙
で
す
。

農
業
者
の
立
場
に
立
っ
て
編
集
・
発
行
し
て
い
る

〝
農
家
の
た
め
の
情
報
誌
〞で
す
。

│ 

農
業
・
農
政
の
情
報
紙 

│

全
国
農
業
新
聞
を

購
読
し
ま
し
ょ
う
！！

 

毎
週
金
曜
日
発
行

申
し
込
み
は
大
潟
村
農
業
委
員
会

事
務
局

　☎
４
５
―

３
６
５
４
ま
で
。

購
読
料

紙
面
版
　

 

１
か
月
／
７
０
０
円

電
子
版

（のみ） 

１
か
月
／
５
０
０
円

（5）



（6）

農地の売買・賃貸方法について農地の売買・賃貸方法について
農業経営基盤強化促進法の改正により、農地売買・賃貸の手続き方法が
下記のように変わります。

◆◆現在の手続き方法◆◆
相対契約 農業公社経由の契約

①基盤法 ②農地法 ③機構法
集積計画による
売買・賃貸

３条による
売買・賃貸

促進計画による
売買・賃貸

出し手（所有者）

農業公社

受け手（購入者・耕作者）

継 続廃 止
①基盤法による「相対契約」は、令和7年2月20日まで受付が可能ですが、それ以
降は廃止となります。
以降は、②農地法による「相対契約」と、③農業公社を経由する「売買・賃貸契約」
の2つの手続き方法となります。

②農地法による売買契約の場合は、所得税の特別控除の適用はありません。
③機構法による売買契約の場合は、所得税の特別控除800万円が受けられます。（買入
協議を行った場合は、1,500万円）

◆農業公社を経由した手続き方法について説明します◆農業公社を経由した手続き方法について説明します

注意

（１）売渡等の相談・申し出
（１）買入等の相談・申し出

（２）あっせん等調整 （２）あっせん等調整

（３）買入 （４）売渡
受け手農家受け手農家出し手農家出し手農家

役場・農業委員会役場・農業委員会

農業公社農業公社

連  

携

（１）出し手・受け手ともに、役場・農業委員会へ、売渡・買入等の相談・申し出をします。
（２）役場・農業委員会は農業公社と連携し、あっせん等調整を行います。
（３）出し手は、農業公社へ、農地を売渡（貸付）を行います。
（４）農業公社は、受け手農家へ、農地を売渡（貸付）を行います。

※申請から許可まで、2～ 3ヶ月を要しますので、早めの手続きをおすすめします。

（４）の売渡方法は、下記の３パターン
　　①即買い　②1 年使用貸借後の売渡　③最長４年まで賃貸借後の売渡
※①～③とも、出し手・受け手とも手数料（売買価格の１％＋15,000 円）がかかります。
　ただし、③は売渡の際、売買価格から、賃貸料の 1/2 が差し引かれます。

農業委員雑感　～自分流考察～

今
年
の
主
食
米
の
価
格
は
近
年

例
を
見
な
い
程
の
価
格
で
出
回
り
、

米
不
足
パ
ニ
ッ
ク
は
や
や
解
消
し
た

も
の
の
コ
メ
農
家
の
倒
産
・
廃
業
が

急
増
…
過
去
最
多
を
更
新
し
て
い
る

と
い
う
。　

近
年
、
肥
料
、
動
力
光
熱
費
な

ど
の
コ
ス
ト
負
担
増
を
冷
静
に
考
え

る
と
、
価
格
が
コ
ス
ト
に
追
い
つ
い

た
と
も
言
え
る
。

帝
国
デ
ー
タ
バ
ン
ク
に
よ
る
と

全
国
的
な
コ
メ
不
足
と
価
格
高
騰
の

な
か
、
米
作
農
家
の
倒
産
や
廃
業
に

歯
止
め
が
か
か
ら
ず
、
２
０
２
４

年
1
〜
8
月
に
発
生
し
た
米
作
農

業
（
コ
メ
農
家
）
の
倒
産
（
負
債
１

０
０
０
万
円
以
上
、
法
的
整
理
）
が

6
件
、
休
廃
業
・
解
散
（
廃
業
）
が

28
件
発
生
し
、
計
34
件
が
生
産
現
場

か
ら
消
滅
し
た
。
倒
産
・
廃
業
の
件

数
は
23
年
通
年
の
件
数
（
35
件
）
を

大
幅
に
上
回
り
年
間
最
多
が
確
実
で
、

初
の
年
間
40
件
台
到
達
も
想
定
さ
れ

る
。
加
え
て
生
産
者
の
高
齢
化
・
後

継
者
不
足
も
追
い
打
ち
か
け
る
。

主
食
用
の
コ
メ
を
生
産
す
る
コ

能
性
も
あ
る
。

大
潟
村
に
目
を
向
け
る
と
当
初

５
８
９
戸
あ
っ
た
農
家
戸
数
が
令
和

6
年
4
月
時
点
で
４
６
５
戸
ま
で
減

少
し
、
対
し
て
平
均
経
営
面
積
は
19

㏊
と
増
加
し
て
き
て
い
る
。

幸
い
な
こ
と
に
今
の
と
こ
ろ
単

純
に
農
家
が
減
り
は
し
て
い
る
が
他

の
地
域
と
は
異
な
り
、
農
地
の
基
盤

が
整
っ
て
い
る
の
で
全
国
で
問
題
に

な
っ
て
い
る
よ
う
な
著
し
い
荒
廃
農

地
、
耕
作
放
棄
地
も
無
く
推
移
し
て

い
る
。
し
か
し
、
あ
ま
り
考
え
た
く

は
無
い
の
だ
が
、
こ
の
傾
向
が
拡
大

し
担
い
手
が
担
い
き
れ
な
く
な
る
く

ら
い
に
な
っ
た
ら
…
無
策
で
あ
れ
ば

可
能
性
は
高
い
と
思
う
。

主
食
用
米
に
限
ら
ず
、
加
工
、

多
用
途
米
、
麦
、
大
豆
、
野
菜
、
カ

ボ
チ
ャ
、
タ
マ
ネ
ギ
な
ど
の
栽
培
、

農
産
物
の
宅
配
、
さ
ら
に
は
加
工
商

品
の
販
売
な
ど
さ
ま
ざ
ま
な
取
り
組

み
が
な
さ
れ
て
き
た
し
、
そ
の
取
り

組
み
は
続
い
て
い
る
。
補
助
事
業
と

し
て
、
行
政
の
提
示
し
た
プ
ラ
ン
も

数
多
く
あ
っ
た
が
、
企
画
倒
れ
と
な

る
こ
と
も
少
な
く
な
か
っ
た
よ
う
に

思
う
。
各
時
代
の
背
景
も
異
な
る
の

で
世
間
で
言
わ
れ
る
「
猫
の
目
農

政
」
な
ど
と
悪
口
を
言
う
つ
も
り
は

無
い
。

補
助
金
の
獲
得
だ
け
を
を
目
的

と
し
た
農
政
、
農
業
は
も
う
時
代
遅

れ
の
感
が
あ
る
。

そ
れ
ぞ
れ
が
課
題
を
認
識
し
、

印
象
的
な
プ
レ
ゼ
ン
テ
ー
シ
ョ
ン
を

し
て
い
く
時
代
に
入
っ
て
き
た
よ
う

な
感
が
あ
る
。

メ
農
家
で
倒
産
や
廃
業
が
相
次
ぐ
背

景
に
は
、
生
産
コ
ス
ト
の
上
昇
と
深

刻
な
後
継
者
・
就
農
者
不
足
が
あ
げ

ら
れ
る
。
農
林
水
産
省
の
調
査
に
よ

る
と
、
２
０
２
３
年
に
お
け
る
農
業

に
必
要
な
生
産
資
材
の
価
格
は
、
20

年
平
均
に
比
べ
て
１
．
２
倍
に
上
昇

し
た
。
な
か
で
も
、
原
料
の
多
く
を

輸
入
に
頼
る
肥
料
は
１
．
５
倍
、
ガ

ソ
リ
ン
・
軽
油
な
ど
の
値
上
が
り
で

光
熱
動
力
費
は
１
．
２
倍
、
農
業
薬

剤
は
１
．
１
倍
（
感
覚
的
に
は
さ
ら

に
値
上
が
り
感
）
と
、
主
な
資
材
の

ほ
と
ん
ど
が
値
上
が
り
し
た
。

他
方
で
、
国
内
の
主
食
用
米
の

消
費
量
減
少
な
ど
を
背
景
に
販
売
価

格
へ
の
転
嫁
が
難
し
く
、
利
益
が
残

ら
な
い
こ
と
か
ら
翌
年
の
苗
床
や
ト

ラ
ク
タ
ー
な
ど
の
機
材
調
達
費
用
が

捻
出
で
き
ず
、
コ
メ
づ
く
り
を
断
念

す
る
ケ
ー
ス
も
多
か
っ
た
と
み
ら
れ

る
。足

元
で
は
主
食
用
米
の
価
格
は

上
昇
し
て
い
る
ほ
か
、
高
付
加
価
値

米
の
需
要
拡
大
な
ど
で
業
績
を
伸
ば

す
コ
メ
農
家
も
あ
る
。
ま
た
、
新
規

就
農
支
援
の
取
り
組
み
が
進
む
な
ど
、

後
継
者
不
足
に
悩
む
生
産
基
盤
の
強

化
も
進
ん
で
い
る
。

た
だ
、
資
材
高
騰
と
値
上
げ
難

で
農
家
が
経
営
を
あ
き
ら
め
る
状
況

が
続
け
ば
、
将
来
的
に
主
食
の
コ
メ

が
安
定
的
に
供
給
で
き
な
く
な
る
可

以
前
読
ん
だ
こ
と
の
あ
る
久
松

達
央
さ
ん
著
『
農
家
は
も
っ
と
減
っ

て
い
い
〜
農
業
の
「
常
識
」
は
ウ
ソ

だ
ら
け
』
に
は
頭
を
強
く
殴
ら
れ
た

感
が
あ
っ
た
。

挑
戦
的
な
タ
イ
ト
ル
だ
が
、
中

身
は
読
み
応
え
の
あ
る
本
で
、
能
力

も
学
も
無
い
駄
農
の
自
分
に
も
得
ら

れ
る
知
見
が
多
か
っ
た
。

変
化
す
る
時
代
に
合
わ
せ
て
ひ

と
り
ひ
と
り
が
変
わ
っ
て
い
け
る
、

と
い
う
の
は
幻
想
で
あ
る
。
人
は
変

わ
れ
な
い
。
入
れ
替
わ
る
こ
と
に
よ

っ
て
の
み
、
社
会
は
新
し
い
時
代
に

適
応
す
る
。

自
営
業
者
が
不
安
定
な
の
は
世

界
共
通
で
あ
る
。
精
神
的
に
負
荷
が

か
か
る
こ
と
自
体
か
ら
は
逃
れ
ら
れ

な
い
。
不
安
を
上
手
に
乗
り
切
る
の

に
最
も
有
効
な
手
段
は
、
「
乗
り
切

る
」
こ
と
だ
、
辛
い
こ
と
を
乗
り
切

っ
て
、
ま
た
楽
し
か
っ
た
こ
と
の
経

験
を
積
み
重
ね
る
と
、
少
し
ず
つ
同

じ
悩
み
を
や
り
過
ご
せ
る
よ
う
に
な

っ
て
い
く
。
中
身
が
同
じ
で
も
、
先

に
行
け
ば
行
く
ほ
ど
受
け
止
め
る
の

は
楽
に
な
る
。
考
え
過
ぎ
ず
に
や
り

過
ご
す
ズ
ル
さ
が
、
目
の
前
の
困
難

に
対
し
、
少
し
で
も
楽
観
的
に
考
え

る
と
い
う
ア
イ
デ
ア
だ
。
是
非
、
読

ん
で
頂
き
た
い
。

つ
ま
り
、
行
政
も
さ
る
こ
と
な

が
ら
、
個
々
が
時
代
を
読
み
、
夢
を

描
き
、
他
所
に
プ
ロ
モ
ー
シ
ョ
ン
し

て
い
か
な
け
れ
ば
大
潟
村
農
業
は
お

ろ
か
日
本
の
農
業
に
未
来
は
無
い
と

感
じ
る
今
日
こ
の
頃
で
あ
る
。

米
価
格
高
騰
に
と
農
業
の
未
来

〜
自
分
流
考
察
〜

土
　
井
　
博
　
文

圃場内に農舎等を
建てる場合は
許可が必要です

　農舎等の農業用施設・既設用地の拡張等の際には、事前に

農地転用の許可(届出)が必要です。また、入植当時に建設し

た農舎で、未許可物件についても、随時追認の受付を行って

います。転用許可申請書に添付する書類等の詳細は、農業委

員会へ問合せください。

■問合せ：農業委員会(℡45-3654)



（7）

農地の売買・賃貸方法について農地の売買・賃貸方法について
農業経営基盤強化促進法の改正により、農地売買・賃貸の手続き方法が
下記のように変わります。

◆◆現在の手続き方法◆◆
相対契約 農業公社経由の契約

①基盤法 ②農地法 ③機構法
集積計画による
売買・賃貸

３条による
売買・賃貸

促進計画による
売買・賃貸

出し手（所有者）

農業公社

受け手（購入者・耕作者）

継 続廃 止
①基盤法による「相対契約」は、令和7年2月20日まで受付が可能ですが、それ以
降は廃止となります。
以降は、②農地法による「相対契約」と、③農業公社を経由する「売買・賃貸契約」
の2つの手続き方法となります。

②農地法による売買契約の場合は、所得税の特別控除の適用はありません。
③機構法による売買契約の場合は、所得税の特別控除800万円が受けられます。（買入
協議を行った場合は、1,500万円）

◆農業公社を経由した手続き方法について説明します◆農業公社を経由した手続き方法について説明します

注意

（１）売渡等の相談・申し出
（１）買入等の相談・申し出

（２）あっせん等調整 （２）あっせん等調整

（３）買入 （４）売渡
受け手農家受け手農家出し手農家出し手農家

◆農業公社を経由した手続き方法について説明します◆農業公社を経由した手続き方法について説明します◆農業公社を経由した手続き方法について説明します◆農業公社を経由した手続き方法について説明します◆農業公社を経由した手続き方法について説明します◆農業公社を経由した手続き方法について説明します◆農業公社を経由した手続き方法について説明します◆農業公社を経由した手続き方法について説明します

役場・農業委員会役場・農業委員会

農業公社農業公社

連  

携

（１）出し手・受け手ともに、役場・農業委員会へ、売渡・買入等の相談・申し出をします。
（２）役場・農業委員会は農業公社と連携し、あっせん等調整を行います。
（３）出し手は、農業公社へ、農地を売渡（貸付）を行います。
（４）農業公社は、受け手農家へ、農地を売渡（貸付）を行います。

※申請から許可まで、2～ 3ヶ月を要しますので、早めの手続きをおすすめします。

（４）の売渡方法は、下記の３パターン
　　①即買い　②1 年使用貸借後の売渡　③最長４年まで賃貸借後の売渡
※①～③とも、出し手・受け手とも手数料（売買価格の１％＋15,000 円）がかかります。
　ただし、③は売渡の際、売買価格から、賃貸料の 1/2 が差し引かれます。

農地の売買・賃貸方法



農
業
者
年
金
に
加
入
し
ま
し
ょ
う
!! 

詳
し
く
は
同
時
配
布
の
パ
ン
フ
レ
ッ
ト
を
ご
覧
下
さ
い
。

◎定例総会・全員協議会
 1月 10日 第１回農業委員会定例総会・全員協議会
 2月 1日 第２回農業委員会定例総会・全員協議会
 3月 5日 第３回農業委員会定例総会・全員協議会
 4月 2日 第４回農業委員会定例総会・全員協議会
 5月 2日 第５回農業委員会定例総会・全員協議会
 6月 4日 第６回農業委員会定例総会・全員協議会
 7月 2日 第７回農業委員会定例総会・全員協議会
 8月 1日 第８回農業委員会定例総会・全員協議会
 9月 3日 第９回農業委員会定例総会・全員協議会
 10月 3日 第10回農業委員会定例総会・全員協議会
 11月 5日 第11回農業委員会定例総会・全員協議会
 12月 3日 第12回農業委員会定例総会・全員協議会

◎農地パトロール
 7月 2日 農地パトロール（農業委員・土地改良区・農協）
 11月 5日 農地パトロール（農業委員・土地改良区・農協）

◎部会の開催
 1月 10日 農政部会（令和６年「農委だより」の最終校正）
 1月 18日 令和６年「農委だより」発行
 2月 1日 農地部会（遊休農地への対応について）
 11月 21日 農地部会（遊休農地への対応について）
 11月 21日 農政部会（令和７年「農委だより」について）
 12月 20日 農政部会（令和７年「農委だより」の校正等）

◎農業会議・秋田中央地区農業委員会会長会関係
 4月 25日 秋田中央地区農業委員会会長会通常総会（秋田市）
 5月 16日 市町村農業委員会事務局長会議（秋田市）
 5月 29日 県選出国会議員要請集会・全国農業委員会会長大会（東京都）
 5月 30日～5月31日 秋田中央地区農業委員会会長会研修会（千葉県）
 6月 21日 秋田県農業会議通常総会（秋田市）
 7月 18日 農業者年金加入推進特別研修会（秋田市）

 7月 31日 秋田中央地区農業委員会地区別研修会（秋田市）
 9月 5日 秋田中央地区農業委員会会長、会長職務代理者、
   事務局長会議（秋田市）
 11月 2日 秋田県農業委員大会（鹿角市）
 11月 27日 農業者年金加入推進セミナー・県選出国会議員要請集会
～11月28日 全国農業委員会会長代表者集会（東京都）

◎関連事業関係
 2月 20日 令和６年度農作業標準作業料金の設定に伴う、
   受託組合との会議
 2月 27日 大潟村外周辺４市町農業委員会連絡協議会
 3月  5日 農業委員研修会
   （農業委員会主催／講師：秋田県農業公社）
   ・農地中間管理事業・農地売買事業ついて
   ・法改正による変更点について
 6月 18日 農業者との意見交換会（農業委員会主催）
   ・食品表示法及び米トレーサビリティ法の見直しを
   　求める要望等について

農業委員会 １年の活動のあらまし （令和６年１月～令和６年12月）

（8）農業委員会  １年間の活動等

eMAFF農地ナビで、
農地情報を公開しています。
　eMAFF農地ナビ（農地情報公開システム）
は、農業委員会等が整備している農地台帳お
よび農地に関する地図について、農地法に基
づき農地情報をインターネット上で公表する
サイトです。
　新たに農業を始める方や、農地
の規模拡大を希望する方はご活用
ください。

eMAFF農地ナビ→ http://map.maff .go.jp

地域計画策定に向けた
進捗状況について

　現在村では、これまでの「人・農地プラ
ン」に「目標地図」を加えた、将来の農地
利用の姿を明確にする「地域計画」策定
（令和７年３月）に向け取組んでいます。
昨年11月から行っているアンケート調査の
回答率は、11月末現在で約90％となって
おります。今後、産業関連の補助事業の活
用については、地域計画において農業の担
い手と位置付けられた者が要件となります
ので、まだアンケートの回答をされていな
い方は、至急ご連絡くださるようお願いい
たします。

【問合せ・提出先】
　産業振興課
　℡ 45-3653

相続登記が「義務化」となりました相続登記が「義務化」となりました相続登記が「義務化」となりました
令和6年4月1日から、相続登記申請が義務化となりました。
令和6年4月1日前に発生した相続についても、3年以内の登記申請が義務付けられ
ています。早めに法務局で相続登記を行いましょう。
相続登記が完了したら、その農地のある農業委員会へ届出ください。

◉問い合わせは農業委員会（℡45-3654）まで

※正当な理由がなく登記申請を怠った場合は、10万円以下の過料が科せられます。
　詳しくは法務省ホームページ「未来につなぐ相続登記」をご覧下さい。


